
第　７　章　　　上　水　道

１　水道の種類

第 1 節 水道の現況

水道とは、水を飲用に適する水として供給する施設の総体をいい、その形式によって

以下のように分類されます。

水道の種類

（ は水道法上の用語）

（ は水道事業からの給水を示す）

水道事業

不特定多数の人に

供給するもの

水道用水供給事業

水道事業者に対して

水道用水の

卸売りをするもの

専用水道

寄宿舎、社宅、療養所等における自家用の水道、

その他水道事業の用に供する水道以外の水道

①１００人を超える者にその居住に必要な水を供給するもの

②一日最大吸水量が２０ｍ３を超えるもの

なお、他の水道から供給を受ける水のみを水源とし、かつ、

政令で定める基準以下のものを除く。

簡易水道事業

（給水人口１０１人

～５，０００人）

水道法が

適用される水道

給水人口

１０１人以上

水道法と

秋田県小規模水道条例が

適用されない水道

水道

上水道事業

（給水人口５，００１人以上）

飲用井戸

その他

簡易専用水道

受水槽の有効容量が

１０ｍ３を超えるもの

秋田県小規模水道条例

が適用される水道

給水人口

３０人以上

１００人以下

小規模水道

小規模貯水槽水道

受水槽の有効容量が

１０ｍ３以下のもの
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２　水道施設

水道水が家庭等に届くまで、大きく３つのステップがあります。

最初に、川や地下から水を集めます。次に、浄水場で水をきれいにします。そして、

水道管を使って水を届けます。

各ステップに応じた水道施設があり、様々な設備で構成されています。

①導水管

河川等の水源から取り込んだ水を浄水施設まで導水する管路です。

②浄水施設

河川等の水源から取り込んだ水を、水道法に基づいた水質基準に適合した水道水に

処理する施設です。

③送水管

浄水施設できれいにした水を配水池まで送水する管です。

④配水池

浄水施設から送られてきた水を溜めて、水を配る施設です。

水道の使用量の時間変動を調整する役割を持ちます。

⑤配水本管

きれいにした水を配水支管へ輸送、分配する役割をもち、給水管の分岐がない管路

です。

出典：国土交通省水道施設イメージ図
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３　水道施設の整備状況

◆市町村別（水道種類別）普及率

水道は、健康で文化的な生活を営むための最も基本的な施設であるとともに、社会・経済活動を行う上

で、必要不可欠な基盤施設であり、将来にわたり安全な水の安定供給を維持してかなければなりません。

秋田県の水道普及率は令和６年度末時点で92.1％であり、全国平均の98.3％と比較して低い水準

となっています。その原因の一つとして、秋田県は豊富な地下水に恵まれている地域が存在し、そ

こでは水道の供給区域内であっても個人井戸や共同井戸を生活用水として利用している世帯が一定

数存在するためで、その結果、そうした地域で水道加入率が低くなっています。

水道事業の効率的な運営のために、上水道、簡易水道への切替を促すことが必要です。

上水道、簡易水道

への切替を推進
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